
■　提出書類一覧

届出書類

【注記】

1

②

③

当公社に 「建設工事等入札等参加資格者」 として登録された方が、登録有効期間中に下記登録事項の

変更が生じた場合は、下記により変更届等を提出 (郵送または持参) してください。

受付は随時行っています。

　　　　　　提出先 ： 〒541-0042　大阪市中央区今橋２丁目３番２１号 藤浪ビル５階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府住宅供給公社　契約グループ

変更事項 区　分 添付書類

 商業登記簿謄本【履歴事項全部証明書】 （写し）
 及び登録証明書等（写し）

 支店等で
 公社登録
 している場合

様式3

様式4

測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等

 商業登記簿謄本【履歴事項全部証明書】 （写し）
 及び登録証明書等（写し）

建設工事

測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等

 変更事項が確認できる、建設業許可通知書（写し）
 又は建設業許可証明書（写し）
 ※上記書類に記載がない場合はこれらに代わる書類（写し）

 変更事項が確認できる、各業の登録証明書（写し）
 又は変更届出書等（写し）
 ※上記書類に記載がない場合はこれらに代わる書類（写し）

建設工事

全 業 種

 登録証明書等（写し）

 なし

 大阪府競争入札参加資格審査結果通知書（写し）
測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等

様式１

建設工事

建設工事

 建設業許可通知書（写し）又は
 建設業許可証明書（写し）

建設工事

測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等

全 業 種

 なし

 大阪府競争入札参加資格審査結果通知書（写し）

 委任状（様式2）

全 業 種

 商業登記簿謄本【履歴事項全部証明書】（写し）
 及び登録証明書等（写し）

 建設業許可通知書（写し）又は
 建設業許可証明書（写し）

大阪府の登録変更を確認後、当公社の登録内容を変更します。

■　届出書類（様式）は、各様式にリンクしていますので、プリントアウトしてください。

■　添付書類の 「大阪府競争入札参加資格審査結果」 は、検索画面にリンクしていますので 変更確認後、
　　 通知書を表示しプリントアウトして下さい。

当公社における建設工事及び測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等の登録は、大阪府の登録を資格要件としています。

■　様式２の委任状については、内容に漏れがなければ、自社のものでも提出可能です。

また、当公社における本支店の登録は、大阪府における本支店の登録と同一としていますので、変更される場合は、

組織（個人→法人、
　　　　有限会社→株式会社等）

⑥

⑦

登録印鑑（実印、使用印）

業種

①

 本店で
 公社登録
 している場合

 支店等で
 公社登録
 している場合

本店の
商号(名称)、所在地、
代表者

④

電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス

建設業許可種別、許可区分

大阪府の変更を先行してください。

支店等の
商号(名称)、所在地、
代理人

⑤

その他（貯水槽清掃等） 

その他（貯水槽清掃等） 

その他（貯水槽清掃等） 

その他（貯水槽清掃等） 

http://eawww.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/egovwww/GI1080_0510
http://eawww.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/egovwww/GI1080_0510
https://www.osaka-kousha.or.jp/x-traders/sankashikaku/pdf/youshiki2.pdf
https://www.osaka-kousha.or.jp/x-traders/sankashikaku/pdf/youshiki1.pdf
https://www.osaka-kousha.or.jp/x-traders/sankashikaku/pdf/youshiki3.pdf
https://www.osaka-kousha.or.jp/bidding/pdf/1_9.pdf
./1_6.pdf
./1_7.pdf
./1_8.pdf
./1_9.pdf
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ください。更新時の提出は不要です。

提出にあたっては　「よくある質問（変更手続関係）」 を必ずご一読ください。

当公社に建設工事の区分で登録された方は、登録有効期間中は、建設業許可及び経営事項審査を忘れずに更新して

建設業許可の更新時に、登録業種に係る許可種別、許可区分に変更のない場合は、届出の必要はありません。

また、一般競争入札に参加後の業種変更も、当該年度中はできません。

業種変更後の電子入札参加は、業種変更認定発効日以降の公告分からとなります。

なお、業種変更は書類審査後、審査結果の通知を申請者宛にＦＡＸで送信しますので、大切に保管してください。

業種変更は、1年度中に１回限りとします。

ただし、指名後の業種変更は、当該年度中はできません。


